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資料１―１―①―２

「福井工業高等専門学校の基本理念等に関する規則」 

 

Ⅲ 基準ごとの自己評価 

 

基準１ 高等専門学校の目的 

（１）観点ごとの分析 

観点１－１－①： 高等専門学校の目的が，それぞれの学校の個性や特色に応じて明確に定められ，

その内容が，学校教育法第115条に規定された，高等専門学校一般に求められる

目的に適合するものであるか。また，学科及び専攻科ごとの目的も明確に定めら

れているか。 

（観点に係る状況） 

 本校は，深く専門の学芸を教授し，職業に必要な能力を育成することを目的に昭和４０年に創立さ

れた。創造性豊かな実践的開発型の技術者になるために必要なものづくり教育と，地元密着型の産官

学共同研究を積極的に進めており，これらを通して地域社会のみならず国際社会で活躍できる技術者

の養成を図っている。その使命を果たすために，学則第１条に本校の目的を明確に定め(資料１―１

―①―１)，これを核にして平成２３年１月に「福井工業高等専門学校の基本理念等に関する規則」

を制定(資料１―１―①―２)し，本校の基本理念，教育方針，養成すべき人材像，本科(準学士課程)

と専攻科課程における学習・教育目標，一般科目教室・各学科・各専攻の目的を定めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料１―１―①―１

「福井工業高等専門学校学則」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 本校規則集）



福井工業高等専門学校 基準1 

- 5 - 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



福井工業高等専門学校 基準1 

- 6 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また平成２３年度には，本科(準学士課程)と専攻科課程におけるそれぞれ５つの大項目からなる

「学習・教育目標」をより理解しやすくするために，各大項目を具体化した小項目を再設定した。す

なわち，本科については１１の小項目(資料１―１―①―３) を，また専攻科については２０の小項

目(資料１―１―①―４)を各大項目に対応して設けた。 

 さらに，以上の各学習・教育目標と，一般科目教室・各学科・各専攻における開講科目との対応関

係は (資料１―１―①―５) に示すように明確であり，各小項目や大項目に配置された開講科目を習

得することによってその学習・教育目標が達成できたことを，平成２２年度より学生自らが学習達成

度評価シート(資料１―１―①―６)に１回／１年の頻度で定期的にチェックを入れることで確認して

いる。 

本科では，一般科目教室と各学科において学年毎に「目指す能力」，「達成目標」そして「到達目

標例」(資料１―１―①―７)もシラバスに記載し，学生の能力育成と向上の一助としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 本校規則集）
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資料１―１―①―３

「本科（準学士課程）の学習・教育目標」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 平成２４年度学生便覧）
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資料１―１―①―４

「専攻科課程の学習・教育目標」 
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（出典 平成２４年度学生便覧）
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資料１―１―①―５

「学習・教育目標と開講科目の関係」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 平成２４年度シラバス，p.M-01～M02）
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資料１―１―①―６

「学習達成度評価シート（抜粋）」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 学生課）
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資料１―１―①―７

「機械工学科における目指す能力，達成目標，到達目標例」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 平成２４年度シラバス，p.M-03）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また，学校教育法第１１５条には「高等専門学校は，深く専門の学芸を教授し，職業に必要な能力

を育成することを目的にする。」との，高等専門学校に対して一般的に求められる目的が規定されて

おり，前述した本科と専攻科における学習・教育目標，並びに各学科等の目的は，同第１１５条に適

合している(資料１―１―①―８)。 
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資料１―１―①―８

「学校教育法第１１５条と，学習・教育目標，各学科等の目的との対応」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 平成２３年度自己点検・評価報告書，p.8）
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（分析結果とその根拠理由） 

 学校教育法第１１５条に則って本校の目的を定め，その実現に向けて基本理念，教育方針，養成す

べき人材像，本科(準学士課程)と専攻科課程の学習・教育目標，並びに一般科目教室・各学科・各専

攻の目的を明確に，判りやすい表現で設定している。さらに，設定された学習・教育目標と開講科目

との対応関係を明確にするとともに，学生自らが学習・教育目標の達成状況を確認できるシステムと

なっている。 

 

 

観点１－２－①： 目的が，学校の構成員（教職員及び学生）に周知されているか。 

（観点に係る状況）  

 学習・教育目標は，その大項目を平成１５年１０月より全ての教室，実験室，演習室，廊下や図書

館等に，また基本理念と教育方針については平成２３年４月より学生玄関，福利施設や学寮等の主だ

った箇所にパネル掲示(資料１―２―①―１)し，教職員及び学生に周知している。さらに，学級担任

や専攻科委員より担当学生に対して基本理念，教育方針等についての説明会を実施し，各学科等の目

的とともに学生便覧(資料１―２―①―２)にも掲載して周知している。本科と専攻科の新入学生に対

しては上記の説明を新入生オリエンテーション時に行っている(資料１―２―①―３)。教職員に対し

ては学生便覧と本校ホームページ(資料１―２―②―１)を通して，非常勤講師に対しては「教育課程

に関する意見交換会」時(資料１―２―①―４)に周知するとともに，新任教職員には新任教職員オリ

エンテーション時に説明し，周知している(資料１―２―①―５)。さらに，非常勤を含む全教員が授

業等で使用する教員手帳の表紙裏にも基本理念，教育方針等を記載し，周知している。 

本校では，本科４，５学年(全学科)と専攻科の教育課程を融合し，「日本技術者教育認定機構 

(JABEE)」が認定した「環境生産システム工学」教育プログラムを実施している。これを受けて，同

教育プログラムが目指すエンジニア像(専攻科の目指す人材像と同一)を，本科４，５年と専攻科１，

２年の全学生と教職員にリーフレット(資料１―２―①―６)を配布するとともに，このことが記載さ

れた本科シラバス又は専攻科シラバス用いて専攻科委員やJABEE委員が学生に説明し，周知している。 

 以上，本校の基本理念，教育方針，養成すべき人材像等の目的の周知箇所並びにその対象者をまと

めると，(資料１―２―①―７)のようになる。 
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資料１―２―①―１

「基本理念，教育方針，学習・教育目標の掲示パネル」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 教室，実験室，廊下等）
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資料１―２―①―２

「基本理念，教育方針と養成すべき人材像」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 平成２４年度学生便覧）
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資料１―２―①―４

「非常勤講師との意見交換会案内」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 学生課）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料１―２―①―３

「新入生オリエンテーション時の説明資料（抜粋）」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 学生課）
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資料１―２―①―５

「新任教職員オリエンテーション開催案内」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 総務課）
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資料１―２―①―６

「「環境生産システム工学」教育プログラム」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 専攻科）

資料１―２―①―７

「本校の目的の周知箇所，及びその対象者」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 基本理念 教育方針 養成すべき人材像 学習・教育目標 対  象  者 

学校要覧 ○ ○ ○ ○ 全教職員・外部

学生便覧 ○ ○ ○ ○ 学生・全教職員

シラバス ○ ○ ○ ○ 学生・全教職員

ホームページ ○ ○ ○ ○ 
学生・全教職員

・外部 

教室・実験室

・廊下等 
○ ○ × ○ 

学生・全教職員

・外部 

教員手帳 ○ ○ ○ ○ 全教員 
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 平成２４年４～５月，本科・専攻科の学生と，非常勤を含む全教職員を対象に，本校の基本理念，

教育方針等についての認識度アンケート(資料１―２―①―８，９)を実施した。回収率は本科学生９

７.８％，専攻科学生１００％，教職員９７.３％（うち常勤者は１００％）であった。 

 (資料１―２―①―１０)に，各設問に対する学生からの回答を集計した結果を示した。問１：「基

本理念」，問２：「教育方針」，問３：「養成すべき人材像」，そして問４：「本科の学習・教育目

標」については，“よく知っている”及び “ある程度知っている”を合わせた，所謂“ポジティ

ブ”な回答率はいずれも８割を超えているが，唯一専攻科学生の「教育方針」に対する回答率のみ本

科学生に比べると低い。また本校では，JABEE 認定に伴って本科４年次から技術者教育プログラムで

ある「環境生産システム工学」プログラムを実施しているため，このアンケートではこれに関連して，

本科４年生以上の学生を対象に，問５：「専攻科の学習・教育目標」の認識度を調査した。その結果，

同項目の専攻科学生のポジティブな回答率は８８％であるのに対して，本科学生のそれは７１％であ

り，特に本科４年生では６１％と低い値であった。４年生の数値が低い理由として，本調査の実施時

期が前述した技術者教育プログラムが開始された初年度の開始時期であったことに加え，卒業後の進

路意識がまだ十分に醸成されていないことが考えられる。これらの結果を踏まえ，本調査における問

１～５までの設問事項に対して「あまり知らない」又は「まったく知らない」の，所謂「ネガティ

ブ」な回答した学生に対し，６～７月に個別指導の時間を設け，学級担任又は担当専攻科委員から各

項目の具体的な説明を再度行い，認識度の向上に向けた取組みを実施している。 

次に，教職員からの回答の集計結果を，常勤教員(再雇用者を含む)，非常勤講師，及び技術・事務

職員ごとに (資料１―２―①―１１)に示す。この中で常勤教員の問１：「基本理念」，問２：「教

育方針」，問３：「養成すべき人材像」，問４：「各学科が育成する人材像及び専攻科が育成する技

術者像」，問５：「本科(準学士課程)の学習・教育目標」，及び問８：「専攻科の学習・教育目標」

に対するポジティブな回答率はいずれも十分に高く，周知が適切になされ理解が進んでいるといえる。

また，技術・事務職員においては問１，２の回答率は常勤教員とほぼ同様であるが，問３～５及び８

に対するネガティブな回答率が１０％程度ある。さらに，非常勤講師においても問３を除いて他の設

問事項に対する回答率は，技術・事務職員の問８と同様に約１０％が“ネガティブ”と回答している。

これらを全教職員についてまとめたものを (資料１―２―①―１２)に示す。問１～５についての

“ポジティブ”な回答率はいずれも高く，ほぼ全教職員がこれらの項目を理解しているといえるが，

問８についてはそれらよりも低い値になっている。このような状況を踏まえ，基準４で後述する「ア

ドミッションポリシー」の周知を含め，“ネガティブ”に回答した教職員を対象に教務主事と専攻科

長による講習会等を開き，理解度の向上に努めている。 
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資料１―２―①―８

「本校の基本理念等のアンケート（本科低学年）（抜粋）」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 学生課）
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資料１―２―①―９

「本校の基本理念等のアンケート（常勤教員）（抜粋）」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 学生課）
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資料１―２―①―１０

「本校の基本理念等のアンケート結果（学生，抜粋）」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 学校運営会議）
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資料１―２―①―１１

「本校の基本理念等のアンケート結果（教職員，抜粋）」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 学校運営会議）
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資料１―２―①―１２

「本校の基本理念等のアンケート結果（全教職員）」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 学校運営会議）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 基本理念，教育方針や学習・教育目標等は教室や実験室等の主要箇所にパネル掲示するほか，学生

便覧や教員手帳等にも記載している。さらに，新入生や新任教職員に対してはオリエンテーション時

にも説明して，周知を図っている。本年度当初に行った基本理念，教育方針等の認識度アンケートに

よると，基本理念，教育方針，養成すべき人材像，本科(準学士課程)の学習・教育目標等に対し“よ

く知っている”及び“ある程度知っている”と答えた学生の回答率はいずれも８０％を超え，また，

教職員に関しては９０～９８％であった。以上のことから，本校の目的等は教職員及び学生に周知さ

れているといえる。 
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資料１―２―②―１

「本校の目的のホームページへの記載」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 本校ホームページhttp://www.fukui-nct.ac.jp/info/outcomes.html）

観点１－２－②： 目的が，社会に広く公表されているか。 

（観点に係る状況）  

 本校の基本理念，教育方針，養成すべき人材像等の目的は，ホームページに掲載して社会にも公表

している(資料１―２―②―１)。また，印刷物としては本校の目的と，一般科目教室・各学科・各専

攻の目的等を記載した本校要覧(資料１―２―②―２)を用意し，就職関連企業からの求人来訪者，研

究打合せ等のための来校者，インターンシップ先訪問，進路・入試説明会(資料１―２―②―３)や中

学校訪問等で広く配布し，中学生と中学校関係者には目的のみならず本校のアドミッションポリシー

についても詳細な説明を行っている。入試広報資料としてパンフレット「福井高専の歩き方」(資料

１―２―②―４)やリーフレット「国立福井高専」(資料１―２―②―５)にも本校や学科等の目的の

一部を中学生向けにわかりやすい文言で記述し，これらの入試広報資料は体験入学や進路・入試説明

会等での配布とともに，福井・石川・滋賀県内の中学校(２１３校)にも送付している。この他，学生

募集要項にも明記(資料１―２―②―６～８)して県内外の中学校，高等学校や全国高専等へ送付し，

公表している。 
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資料１―２―②―２

「本校の目的の学校要覧への記載」 

（出典 国立福井高専要覧２０１２，p.1～4）
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資料１―２―②―３

「入試説明会概要と過去５年間の参加者数」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 平成２３年度自己点検・評価報告書，p.64～65） 
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資料１―２―②―４

「リーフレット「国立福井高専」」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 学生課）

資料１―２―②―３

「福井高専の歩き方」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 学生課）
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資料１―２―②―５

「平成２４年度学生募集要項」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 平成２４年度学生募集要項，p.12）

資料１―２―②―６

「平成２５年度編入学生募集要項」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 平成２５年度編入学生募集要項，p.7）
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（分析結果とその根拠理由）  

 本校ホームページに基本理念，教育方針，養成すべき人材像等の目的を広く社会にも公開している。

印刷物である本校要覧や学生募集要項等にもそれらを明記し，県内外中学校等への送付のみならず，

進路・入試説明会，中学校訪問時に持参しての説明や，就職関連企業者が求人のために来校した際に

も配布し，広く公表している。また，入試広報資料であるパンフレット・リーフレットにも各学科の

目的等を記載し，進路・入試説明会や体験入学時に配布するなどを通して，本校の目的は広く社会に

対して公表されていると判断する。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

 本校の基本理念，教育方針，養成すべき人材像，一般科目教室・各学科・各専攻の目的は規則に明

確に定められ，アドミッションポリシーとともに本校ホームページ，学校要覧や学生募集要項に掲載

し，広く社会にも公表されている。また本校学生には，設定された学習・教育目標と開講科目との対

応が容易に理解でき，学習への動機付けを行えるように学習達成度評価シートを用意し，学生自らが

定期的に学習・教育目標の達成度を確認するシステムを構築している。 

 

（改善を要する点）  

 該当なし。 

 

資料１―２―②―７

「平成２５年度専攻科学生募集要項」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 平成２５年度専攻科学生募集要項，p.17）
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（３）基準１の自己評価の概要 

 本校は，学則第１条においてその目的を明確に定め，これを核にして基本理念，教育方針，養成す

べき人材像，学習・教育目標や，一般科目教室・各学科・各専攻の目的を設定している。基本理念，

教育方針そして養成すべき人材像に基づいて設定された学習・教育目標や各学科等の目的は，学校教

育法第１１５条に規定された高等専門学校一般に求められる目的に則ったものになっている。本科と

専攻科における学習・教育目標はいずれも５つの大項目から成り，各大項目は判りやすくするために

小項目に細分化・具体化されている。本校では，学習・教育目標毎に各学科等での開講科目を配置し

た学習達成度評価シートを用意しており，学生自らがそれにチェックすることで目標の達成度状況を

確認し，能動的に学習に取組むことができるシステムになっている。さらに，シラバスには一般科目

教室と各学科における「目指す能力」，「達成目標」そして「到達目標例」を記載し，学年毎の目標

を明確に設け，学生の学習に対する動機付けを行っている。 

 本校における基本理念，教育方針等の目的の教職員及び学生への周知は，それらが記載されたパネ

ルを教室，実験室，演習室，廊下や図書館等の主要箇所に掲示して行っている。この他，学生に対し

ては，学級担任や専攻科委員より担当クラス毎に基本理念，教育方針等についての説明会を実施し，

各学科等の目的とともに学生便覧にも掲載して周知するとともに，新入生オリエンテーション時にも

説明を行っている。教職員に対しては，学生便覧，本校ホームページや新任教職員オリエンテーショ

ンを通して，また非常勤講師に対しては「教育課程に関する意見交換会」時に周知している。平成２

４年４～５月にかけて実施した基本理念，教育方針等の認識度アンケートの調査結果によれば，基本

理念，教育方針，養成すべき人材像，本科(準学士課程)の学習・教育目標の，“よく知っている”及

び“ある程度知っている”の学生と教職員の回答率はいずれも８０％以上であったことから，本校の

目的は教職員と学生に周知されているといえる。 

 社会に対しては，基本理念，教育方針等の目的のほか，一般科目教室・各学科・各専攻の目的等も

ホームページ，本校要覧や学生募集要項等に記載し，公表している。学校要覧は，就職関連企業から

の求人来訪者，研究打合せ等の来校者，インターンシップ先訪問，進路・入試説明会や中学校訪問等

でも広く配布し，中学生や中学校関係者には目的とあわせて本校のアドミッションポリシーについて

も詳細な説明を行っている。さらに，中学生に対しては，本校や学科等の目的の一部を中学生向けに

わかりやすい文言で記述した入試広報資料を用意して，体験入学や進路・入試説明会等において配布

し，募集要項とともに福井・石川・滋賀県内の中学校にも送付している。このように，本校の目的は

広く社会に対しても公表されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


